
 

工期短縮が可能 

【工期短縮計画書の作成】P7 

変更が 

必要 

工事発注 

工事の一時中止 

を検討 

工事再開通知 

・工期短縮の必要性判断 

工事請負代金・ 

工期変更の検討 

工事完成 

工事施工不可 

要因の発生 

工事施工不可 

要因の発見 

※必要に応じて工事一時中止「協議」 

中止の必要有り 
【発注者の中止指示義務】P3 

【工事を中止すべき場合】P4 中止の対象となる工事内容、工事区域、中止期間の見通し 

及び工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な 

管理体制等の基本的事項を指示する 

基本計画書の提出 

・工事中止に伴う増加費用※ 

・必要工期 

【基本計画書の作成】P6 

【工事中止の指示・通知】P5 
「協議」 

発注者 

工期短縮 

必要 
工期短縮の要請「協議」 

工期短縮不可の場合その旨を「回答」 

工期短縮計画書の提出 

・工期短縮に伴う増減費用※ 

「協議」 

【増加費用の考え方】P9 
【請負代金額又は工期の変更】P8 

工事請負代金・工期の変更 

中止期間 
３ヶ月以下 

発注者と受注者 協議 

契 約 変 更 

標準積算によりがたい

場合は、別途、見積に

よる積上げ積算とす

る。 

増加費用は、一時中止

にかかる費用計上の

他、工期短縮を行った

場合は、それに必要な

費用を適切に計上す

る。 

中止期間が３ヶ月を超

えるなど、標準積算に

よりがたい。 

工期短縮不要 

標準積算 見積積算 

※概算費用は、参考値であり契約時

点の費用を拘束するものではない。 

中止の指示・通知 

請負代金・工期変更の請求 

 
工期短縮が 

可能であるか 

受注者 

変更は不要 

【参考】工事の一時中止手続きにおける留意点（ガイドライン参考資料） 

■基本計画書の提出（参考様式－１） 

工事の一時中止をする場合、受注者は基本計画書を
提出し、承諾を得る。 
 ※記載内容  
  ・中止期間中の現場体制 
  ・増加費用の概算額等（必要な場合） 

［高知県建設工事共通仕様書1-1-1-13］ 
（部分中止における基本計画書の要否については、 
 現場状況等により適宜判断する。） 

■請求書の提出（参考様式－４） 

増加費用等の計上は、受注者から請求があった場合
に適用する。 
 →請求がなければ、増加費用の計上不可 
         ［土木工事標準積算基準書Ⅰ-9-①-1］ 
         ［港湾請負工事積算基準書2-4-1］ 

■費用の計上 

中止期間が３ヶ月を超える場合など、標準積算により
がたい場合は、積上積算となる。 
         ［土木工事標準積算基準書Ⅰ-9-①-1］ 
         ［港湾請負工事積算基準書2-4-1］ 

工事の一時中止に係る基本フロー 


